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平成３０年６月２２日 

 

墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する 

条例の一部を改正する条例（案）概要 

 

1 改正の理由 

（１）適用区域の追加 

「文花地区まちづくり方針」（平成３０年２月策定）に基づき、文花二丁目南地区における

市街地の防災性向上及び快適な都市空間の形成を誘導するため、「東京都市計画文花二丁目南

地区地区計画」を同年 6 月 1 日に都市計画決定したことから、条例の適用区域を追加する。 

（２）旅館業法の一部改正に伴う所要の規定整備 

旅館業法の一部改正（H29.12.15 公布、H30.6.15 一部施行）により、引用条文に移動が

あることから、所要の規定整備をする。 

 

2 改正の内容 

（１）条例の適用区域として、東京都市計画文花二丁目南地区地区計画に係る東京都市計画文花二

丁目南地区地区整備計画区域（※ 裏面「参考図１」）を追加し、同区域における建築物の制限

等を定める。 

 東京都市計画文花二丁目南地区地区整備計画区域 

ものづくり研究 

開発地区 

墨１１４号線 

沿道地区 

明治通り沿道地区 

建築してはなら

ない建築物 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項各号、第

６項各号、第７項各号及び第８項から第１０項までのいずれかに該当する営

業の用途に供するもの（接待飲食等営業、遊技場営業、店舗型性風俗特殊営

業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性

紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物） 

建築物の敷地面

積の最低限度 
５００平方メートル ６０平方メートル 

 適用除外 公衆便所、巡査派出所等公益上必要な建築物の敷地として使用する土地等 

建築物の壁面の

位置の制限 
計画図に示す壁面の位置の数値（※ 裏面「参考図２」） 

 適用除外 

基準時（建築基準法第３条第２項の規定により、この条例による改正後の

条例の規定の適用を受けない期間の始期）以前に存する周辺環境に配慮する

外壁のうち遮音壁等 

建築物の高さの

最高限度 

４０メートル １７メートル ２８メートル 

基準時以降の新築及び増改築により生じる日影のうち、敷地面積が

１，０００ 平方メートル以上の建築物の敷地外に係る日影については、基準

時において存する建築物（基準時において建築中である建築物の完成後のも

のを含む。）により生じる日影より増加してはならない。 

（２）東京都市計画亀沢地区地区整備計画区域における「建築してはならない建築物」に定める簡

易宿所について、旅館業法との整合を図る。 

 

3 施行期日 

公布の日 

 



（参考資料：東京都市計画文花二丁目南地区地区計画） 

 

墨１１４号線沿道地区 
（約０．４ｈａ） 

墨田区 

江東区 

墨田区 

江東区 

明治通り沿道地区 
（約１．１ｈａ） 

ものづくり研究開発地区 
（約４．８ｈａ） 

■参考図２ 

■参考図１ 


